
「地域計画」策定に向けた進捗状況について
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※施行～農業経営基盤強化促進法の改正により地域計画が規定

令和7年2月に協議の場開催

・農業者に対し、今後の農業経営について意向調査を実施。（農業委員会）

協議の場の結果を踏まえ、地域計画（案）を作成

目標地図の素案作成（農業委員会）

地域計画（案）作成（農林課）

地域計画（案）について協議の場開催、意見聴取

資料１

協議の場を設置・協議、公表

令和6年3月に協議の場開催

・地域計画は現状地図と目標地図を同様で進める。

・現行の人・農地プランの16地区から、地域計画は1地区に集約。

地域計画（案）の公告（縦覧2週間）

意見聴取の結果を踏まえ、地域計画（案）の縦覧

地域計画の策定

令和7年3月末、地域計画の策定

協議の場での意見を踏まえ、地域計画（案）について関係機関へ意見聴取
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